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明
治
新
政
府
は
、
衛
生
行
政
の
一
元
化
の
た
め
医
師
身
分
の

統
一
を
図
り
、
明
治
八
年
二
八
八
五
）
か
ら
は
「
医
制
」
に

基
づ
き
、
新
た
に
医
師
を
志
す
者
に
対
し
て
医
術
開
業
試
験
を

課
し
た
。
明
治
一
六
年
ま
で
各
府
県
に
お
い
て
行
わ
れ
、
の
ち

に
「
旧
試
験
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
開
業
試
験
に
つ
い

て
は
、
演
者
は
こ
れ
ま
で
も
本
学
会
総
会
に
お
い
て
報
告
し
て

き
た
。同

試
験
は
、
内
外
科
（
一
般
医
科
）
の
ほ
か
に
、
暫
定
的
に

内
科
、
外
科
、
産
科
、
眼
科
、
口
中
科
、
整
骨
科
で
の
受
験
も

認
め
、
及
第
者
に
は
内
務
省
よ
り
医
術
開
業
免
状
が
下
付
さ
れ

た
。
旧
試
験
及
第
者
は
約
三
三
○
○
名
、
そ
の
う
ち
で
歯
科
専

門
で
免
状
を
下
付
さ
れ
た
者
は
二
九
名
、
口
中
科
専
門
は
二
名

46

日
本
の
口
中
科
免
許
第
一
号

佐
治
職
（
さ
じ
．
つ
か
さ
）樋

口
輝
雄

日
本
歯
科
大
学
新
潟
生
命
歯
学
部
医
の
博
物
館

だ
っ
た
。

演
者
は
昨
年
中
津
市
で
開
催
さ
れ
た
本
学
会
総
会
の
シ
ン
ボ

シ
ウ
ム
で
、
旧
中
津
藩
出
身
で
明
治
八
年
に
日
本
で
第
一
号
の

歯
科
免
許
を
得
た
小
幡
英
之
助
の
事
蹟
に
つ
い
て
報
告
す
る
機

会
を
頂
戴
し
た
が
、
今
回
は
兵
庫
県
三
田
の
出
身
で
、
小
幡
英

之
助
に
続
い
て
歯
科
専
門
医
と
し
て
二
番
目
、
口
中
科
專
門
で

は
第
一
号
の
免
状
を
下
付
さ
れ
た
佐
治
職
（
さ
じ
．
つ
か
さ
）

に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

佐
治
職
は
、
嘉
永
六
年
二
八
五
三
）
六
月
一
○
日
生
、
明

治
七
年
二
八
七
四
）
四
月
一
九
日
に
神
戸
公
会
（
教
会
）
の

創
立
時
に
洗
礼
を
受
け
た
。
宣
教
師
た
ち
の
紹
介
に
よ
り
、
同

年
か
ら
横
浜
で
エ
リ
オ
ッ
ト
や
パ
ー
キ
ン
ス
、
ギ
ュ
リ
ッ
キ
の

三
人
の
米
国
人
歯
科
医
に
従
学
し
た
が
、
明
治
一
○
年
一
月
頃

兵
庫
県
で
「
口
中
科
専
門
」
で
受
験
し
、
第
六
九
号
の
開
業
免

状
を
下
付
さ
れ
る
。
歯
科
歴
史
書
の
成
書
『
歯
科
医
事
衛
生
史

前
巻
」
（
昭
和
一
五
年
刊
）
は
、
「
明
治
十
年
頃
、
大
阪
の
緒
方

病
院
は
歯
科
部
を
新
設
し
て
佐
治
職
を
聰
し
た
。
こ
れ
大
阪
に

お
け
る
近
代
歯
科
医
術
の
権
輿
で
あ
る
と
い
う
」
と
記
載
し
て

い
る
が
、
陸
軍
軍
医
監
の
緒
方
惟
準
が
退
官
し
て
緒
方
病
院
を
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開
設
す
る
の
が
明
治
二
○
年
で
あ
る
か
ら
、
定
説
と
な
っ
た
佐

治
の
「
緒
方
病
院
勤
務
」
は
明
治
二
○
年
以
降
か
、
あ
る
い
は

一
○
年
頃
と
は
、
北
浜
に
あ
っ
た
緒
方
拙
斎
の
適
々
斎
病
院
の

こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
の
『
海
外
旅
券
下
付
表
」
に
よ
れ

ば
、
米
国
新
紐
三
ユ
ー
ョ
ー
ク
）
留
学
の
た
め
の
渡
航
免
状

が
明
治
一
七
年
八
月
一
五
日
付
で
下
付
さ
れ
て
い
る
。
帰
国
時

期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
○
年
六
月
に
旧
内
務
省
免
状
を

返
納
し
、
口
中
科
医
師
と
し
て
医
籍
に
登
録
。
二
五
年
四
月
頃

に
歯
科
研
究
会
に
入
会
し
、
住
所
は
大
阪
市
西
区
京
町
通
五
丁

目
九
三
番
地
。
明
治
三
一
年
八
月
発
行
の
『
帝
国
医
籍
宝
鑑
」

の
兵
庫
県
・
開
業
医
の
部
に
、
神
戸
市
兵
庫
本
町
と
あ
り
、
四

二
年
発
行
の
「
日
本
杏
林
要
覧
」
の
「
口
中
科
医
籍
」
で
は

「
試
験
二
○
年
六
月
、
大
阪
平
民
、
嘉
永
六
年
生
、
兵
庫
県
有
馬

郡
参
田
町
内
参
田
屋
敷
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
歴
史
書
で
は
「
生
没
年
不
詳
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
神

戸
女
学
院
百
年
史
各
論
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
年
八
月
に
妻
が

死
去
後
は
、
神
戸
元
町
三
丁
目
小
島
写
真
館
に
姪
の
小
島
た
つ

と
同
居
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
五
月
一
三
日
に
八
四
歳

で
没
し
、
葬
儀
は
神
戸
教
会
の
鈴
木
浩
二
牧
師
に
よ
り
行
わ
れ
、

春
日
野
墓
地
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。

佐
治
の
免
状
下
付
年
月
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
○
年
発
行

『
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
」
第
八
号
に
、
明
治
九
年
六
月
か
ら
一
○

年
二
月
ま
で
に
免
状
を
下
付
さ
れ
た
者
六
三
名
が
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
う
ち
兵
庫
県
を
受
験
地
と
し
た
者
の
内
務
省
免
状
番
号

と
專
門
科
は
、
佐
治
職
（
第
六
九
号
口
中
科
）
、
高
阪
昌
孝
（
第

七
二
号
整
骨
科
）
、
田
中
松
蒟
（
第
七
七
号
口
中
科
）
で
あ
っ
た
。

高
阪
昌
孝
の
年
齢
は
五
一
歳
六
ヵ
月
と
記
き
れ
、
「
明
治
医
家
列

伝
」
に
よ
れ
ば
、
免
状
下
付
は
明
治
一
○
年
一
月
と
あ
り
、
ま

た
東
京
に
お
い
て
内
外
科
で
受
験
し
た
原
田
貞
吉
は
一
○
年
二

月
二
日
付
で
第
七
九
号
の
免
状
が
下
付
さ
れ
た
。

な
お
、
石
井
研
堂
の
『
明
治
事
物
起
原
増
訂
版
」
（
大
正
一
五

年
）
の
「
第
十
三
編
病
医
部
」
の
「
歯
科
医
の
始
め
」
に
は
、

小
幡
英
之
助
の
事
績
と
と
も
に
掲
出
さ
れ
、
佐
治
職
に
つ
い
て

「
。
：
…
（
明
治
）
十
九
年
以
来
、
大
阪
京
町
堀
等
に
開
業
す
る
こ

と
二
十
年
、
後
、
兵
庫
県
武
庫
郡
住
吉
村
宮
西
に
閑
年
月
を
送

れ
り
」
と
記
し
て
い
る
。


